
校
訂
本

第
七
冊
•
第
八
冊
解
説

第
七
冊
•
第
八
冊
の
編
集

『歴
代
賓
案
』
第
二
集
の
第
七
冊
な
ら
び
に
第
八
冊
は
、
盛
時
を
誇
っ
た

乾
隆
帝
治
下
の
六
十
年
間
の
末
期
の
お
よ
そ
八
年
間
と
次
代
の
嘉
慶
帝
の
治

世
二
十
五
年
間
の
前
半
期
の
十
三
年
間
を
含
む
。
第
七
冊
が
乾
隆
五
十
三
年

＼
嘉
慶
四
年
（
一
七
八
八
＼
一
七
九
九
年
）
、
第
八
冊
が
嘉
慶
五
年
＼
十
三

年
(
-
八

0
0＼
一
八

0
八
年
）
の
期
間
の
文
書
で
あ
る
。
以
下
に
編
集
上

の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

(
-
）
巻
一

0
三
の
復
元

第
八
冊
に
お
い
て
、
目
録
に
は
記
載
が
見
え
る
が
、
本
文
を
欠
い
て
い
る

巻
一

0
三
を
以
下
の
二
種
の
資
料
か
ら
復
元
を
試
み
た
。
目
録
（
乾
．坤
本
）

（
グ
ラ
ビ
ア
参
照
）
に
は
十
九
文
書
の
題
名
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
九

文
書
を
、
斉
鯉

．
費
錫
章

『続
琉
球
国
志
略
』
（
略
称
斉
）
な
ら
び
に
鄭

良
弼
写
本
（
略
称
鄭
）
第
四
・
十

一
冊
に
よ
っ
て
復
元
し
た
。
目
録
と
復

元
文
書
を
対
比
し
た

一
覧
表
を
掲
げ
る
。
〔
〕

の
中
は
復
元
文
書
で
あ
り
、

便
宜
上
通
し
番
号
を
付
し
た
。

濱

下

武

志

⑬
一
通
接
冊
封
船
隻
撞
礁
撃

□

（
鄭
に
よ
り
復
元
）

③
一

通
（
斉
に
よ
り
復
元
）

U
―
|

1
0
三
—
0
三
〕

④
一

通

祠
部
回
杏
七
通

⑤
知
照
事
請
封
員
役
到
京

⑥
知
照
事
留
抵
貢
物

⑦
知
照
事
進
貢
表
文
併
請
封
表
文
備
御
覧

⑧
知
照
事
格
外
賞
賜

⑨
知
照
事
例
賞

⑩
知
照
事
正
使
楊
克
敦
在
浙
病
故
賞
銀
三
百
両

⑪
知
照
事
貢
使
起
身
回
国

継
督

・
撫
院
照
會
二
通

⑫
一
通
楊
克
敦
棺
柩
掠
稟
在
閲
埋
葬
（
鄭
に
よ
り
復
元
）

勅
二
通

詔
二
通

①
一

通

②
―

通

『歴
代
賓
案
』
第
二
集
巻
一

0
三
の
目
録
と
復
元
文
書

嘉
慶
十
三
辰
年
接
貢
蹄
帆
文

追
封
尚
成
王
（
斉
に
よ
り
復
元
）
〔
ニ

-
1
0三
I
O
-〕

冊
封
尚
瀬
王
（
斉
に
よ
り
復
元
）
〔
ニ

-
1
0三
I
O
二
〕

〔
ニ-
1
0
三
—

0
四
〕

〔ニ

-
1
0三
I
O
五〕
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布
政
司
回
杏
四
通

⑰
知
照
事

證
部⑱

公
文
一
通

兵
部⑲

火
票
一
通
（
鄭
に
よ
り
復
元
）
〔

―
―~
1
0
三
ー

〇
九
〕

（二
）
付
文
•
本
文
の
別

次
に
、
付
文
•
本
文
と
い
う
区
分
を
付
し
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た

い
。
手
抄
本
で
は
、
一
っ
の
文
書
の
中
で
、
題
名
が
付
い
た
部
分
の
文
書
の

前
に
、
そ
の
文
書
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
別
の
文
書
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
文
書
の
保
存
が
、
後
に
く
る
文
書
が
前
の
文
書
の
上
に
置
き
、
手

写
す
る
と
き
は
、
冊
の
上
に
あ
る
文
書
か
ら
筆
写
し
た
た
め
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
、
何
か
の
理
由
で
参
考
す
べ
き
付
帯
文
書
を
先
に
筆
写
し
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
文
書
の
順
序
の
逆
転
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
校
訂
本
で
は
、
文
書
の
頭
部
に
便
宜
的
に
‘
付
文
•
本
文
と
記

⑮
正
朔
事

⑯
知
照
事

欽
差
正
使
斉
蜆
副
使
費
錫
章

請
追
封
尚
成
王
奉
旨
依
議

⑭
恭
接
綸
恩
事十

三
年
分

（
鄭
に
よ
り
復
元
）
〔
ニ

-
1
0三
ー
〇
七
〕

接
封
船
隻
撞
礁
撃
砕
（
鄭
に
よ
り
復
元
）

〔
二
~
1
0
三
I

O
八
〕

〔―
―
|

1
0三
I
O
六〕

（三
）
撓
頭
に
つ
い
て

第
八
冊
に
お
け
る
付
文
•
本
文
の
別
は
、
巻
九
十
の
九

•
-
0
号
文
書
、

巻
九
十
三
の
四
・
七
・

―
-
．
―
二
号
文
書
、
巻
一
0
0
の
四
・
七
•

1
0
 

号
の
各
文
書
に
は
付
文
に
上
奏
文
が
、
ま
た
巻
九
十
三
の
五

•
-
0
号
文
書

に
は
計
開
が
置
か
れ
る
。

擾
頭
に
関
し
て
も
注
記
し
た
い
。
撓
頭
は
、
文
書
行
政
の
な
か
で
、
品
衡

の
上
下
を
示
し
た
り
、
文
書
形
式
の
上
下
を
示
す
表
現
形
式
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
先
代
皇
帝
に
は
撞
頭
三
字
、
現
皇
帝
に
は
一
一
字
、
上
位
を
表
す
場

合
に
は

一
字
な
ど
、
一
定
の
法
則
を
踏
む
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
代
の
編

集
史
料
な
ど
で
は
、
必
ず
し
も
此
の
法
則
を
厳
密
に
は
踏
襲
せ
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
の
方
式
を
採
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
清
史
稿
な
ど
は
、
す
べ
て

を
一
字
擾
頭
と
し
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。
本
冊
で
も
撞
頭
の
方
法
は
必
ず
し

も
一
定
し
て
い
な
い
。
異
な
る
写
本
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
捲

頭
の
方
法
を
採
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
か
、
写
本
の
根
拠
と
し
た
資
料
に
よ

っ
て
異
な
る
撓
頭
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ど
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ

る
が
、
校
訂
の
範
囲
で
は
共
通
の
基
準
を
見
い
だ
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
た

め
、
撞
頭
に
つ
い
て
は
、
現
史
料
の
ま
ま
と
し
、
特
に
注
記
は
付
さ
な
か
っ
た
。

か
れ
る
。

（
鄭
お
よ
び
―
-
|

1
0五
ー
〇
二
に
よ
り
復
冗
）

龍
衣
封
王
爵
事
多
不
可
證
記

し
、
文
書
の
別
を
表
わ
し
た
。
七
十
六
巻
の
一

0
号
文
害
、

巻
七
十
八
の
二

号
文
書
、
巻
八
十
四
の
四
号
文
書
、
巻
八
十
七
の
二
号
文
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ

付
文
と
し
て
上
奏
文
が
置
か
れ
、
巻
七
十
六
の

―
一
号
文
書
に
は
計
開
が
置
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執
っ
た
。

な
お
、
乾
隆
帝
の
訓
政
に
つ
い
て
は
、
祖
父
の
康
熙
帝
の
紀
年
で
あ
る
六

十
一
年
を
越
え
な
い
と
い
う
主
旨
か
ら

一
七
九
五
年
に
在
位
六
十
年
を
期
に

譲
位
し
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
後
三
年
間
に
亙
り
太
上
皇
帝
と
し
て
政
務
を

一
七
九
九
年
の
崩
御
の
際
、
高
宗
純
皇
帝
と
記
さ
れ
た
論
の
文
書

形
式
で
は
、

三
字
播
頭
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

（
四
）
文
書
行
政
の
多
様
化
と
資
料
校
訂
な
ら
び
に
参
考
資
料
の
掲
示

『歴
代
賓
案
』
が
各
種
の
手
抄
本
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ま
で
異
本
校
訂
を
校
訂
作
業
の
中
心
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
近
年
の

中
国
第
一
歴
史
椙
案
館
な
ら
び
に
台
湾
故
宮
博
物
院
に
お
け
る
琉
球
関
連
資

料
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
資
料
校
訂
の
領
域
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
手
抄
本
の
異
字
・
異
文
校
訂
の
み
な
ら
ず
、
行
政
機
関

に
よ
っ
て
問
題
の
扱
い
や
表
現
が
こ
と
な
る
と
い
う
資
料
校
訂
に
ま
で
踏
み

込
ん
だ
資
料
の
検
討
が
可
能
と
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
琉
清
両
朝
の
「
文
書
行
政
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
情
報
の
交
換
と

交
渉
が
多
様
で
あ
り
、
清
朝
側
の
多
く
の
行
政
機
関
が
、
問
題
に
応
じ
て
別

個
に
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
に
基
づ
い
た
文
書
の
往
来
を
行
っ
て
お

り
、
朝
貢
制
度
の
形
態
と
運
用
の
全
体
像
を
よ
り
克
明
に
み
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
資
料
校
訂
は

『歴
代
賓
案
』
の
世
界
を
大
き
く
広

げ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
朝
貢
ー
冊
封
体
制
、
移
動
や
交
易
の
全
体
像
を
理

解
す
る
上
で
、
継
続
性
と
系
統
性
を
持
っ
た
資
料
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る

琉
球
王
朝
の
重
要
性
を
改
め
て
確
認
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
七
冊
、
第
八
冊
の
編
集
に
際
し
、
中
園
第

一
歴
史
椙
案
館
の
編
集
に
な

る
四
種
の
資
料
集
が
編
纂
刊
行
さ
れ
、
台
湾
の
故
宮
博
物
院
の
資
料
も
参
照

可
能
と
な
っ
た
。『
清
代
中
琉
関
係
椙
案
選
編
』
が
中
華
書
局
か
ら
一
九
九

三
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
内
容
の
項

目
は
以
下
の
七
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。

一
、
琉
球
国
が
清
朝
に
対
し
て
進
貢
使
、
接
貢
使
、
請
封
使
、
接
封
使
及

び
謝
恩
使
な
ど
を
派
遣
し
た
情
況
に
つ
い
て

二
、
清
朝
政
府
が
琉
球
国
王
に
冊
封
し
た
情
況
に
つ
い
て

三
、
琉
球
国
が
中
国
に
対
し
て
留
学
生
を
派
遣
し
た
情
況
に
つ
い
て

四
、
中
国
の
関
係
す
る
地
方
の
官
員
が
琉
球
国
の
使
臣
を
護
送
し
て
北
京

に
登
り
、
ま
た
帰
国
す
る
情
況
に
つ
い
て

五
、
中
琉
両
国
の
間
の
商
業
貿
易
、
文
化
交
流
等
の
情
況
に
つ
い
て

六
、
中
国
と
琉
球
国
の
政
府
及
び
人
民
が
積
極
的
に
海
難
の
救
助
に
あ
た

り
、
相
互
に
救
出
を
行
い
護
送
し
た
情
況
に
つ
い
て

七
、
清
朝
政
府
が
中
国
の
沿
海
に
あ
っ
て
琉
球
船
隻
を
襲
っ
て
掠
奪
し
た

海
盗
に
対
し
て
そ
れ
を
捕
り
お
さ
え
、
処
置
し
た
情
況
に
つ
い
て

ま
た
、
資
料
の
形
式
か
ら
み
る
と
、
中
国
第

一
歴
史
椙
案
館
が
収
蔵
し
て

い
る
「
宮
中
株
批
奏
摺
」
と
「
軍
機
処
録
副
奏
摺
」
の
中
か
ら
琉
球
に
関
す

る
棉
案
資
料
を
編
集
し
た
も
の
が
最
も
多
い
。
奏
摺
は
清
代
の
康
熙
帝
の
時

代
に
始
ま
り
、
乾
隆
帝
の
時
代
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
高
級

官
員
が
皇
帝
に
対
し
て
政
務
を
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
あ
お
い
だ
文
書
で
あ

る
。
奏
摺
は
皇
帝
の
砒
批
に
よ
る
指
示
を
得
た
後
、
こ
れ
を
「
誅
批
奏
摺
」
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と
し
た
。
軍
機
処
は
奏
摺
を
受
け
取
っ
て
処
理
す
る
時
、
別
に
一
部
を
複
写

し
て
手
元
に
保
存
し
た
。
こ
れ
を
「
録
副
奏
摺
」
と
呼
ぶ
（
前
記

『選
編
』

の
「
編
例
」
参
照
）
。
奏
摺
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
清
代
の
政
治
・

経
済
・
文
化
・
外
交
等
の
各
方
面
の
歴
史
情
況
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
「
内
閣
礼
科
題
本
」
な
ら
び
に
「
内
務
府
来
文
」
が
、

資
料
編

集
の
対
象
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
処
理
制
度
と
、
清
朝
の
各
政

務
機
構
の
職
掌
分
担
に
つ
い
て
は
、
清
朝
の
「
内
閣
礼
科
史
書
」
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
中
国
第

一
歴
史
橿
案
館
が
収
蔵
保
管
す
る
明
清
両
朝
の
樅
案
史

料
は
、
お
よ
そ
一
千
余
万
件
（
冊
）
、
数
百
の
分
類
が
あ
り
、

史
書
は
そ
の

中
の
―
つ
の
分
類
で
あ
る
。
史
書
は
内
閣
全
宗
の
編
年
体
の
満
漢
合
璧
の
形

式
を
も
っ
た
櫓
案
で
あ
り
、
清
初
は
「
六
曹
章
奏
」
と
呼
び
、
順
治
十
年

（
一
六
五
三
）
以
後
は
改
め
て
「
六
科
史
書
」
と
呼
び
、
そ
れ
を

「
史
書
」

と
略
称
し
た
。
清
朝
の
制
度
に
あ
っ
て
、
吏
・
戸
・
礼
・

兵

・
刑
・

エ
の
内

閣
の
六
科
は
五
日
毎
に
担
当
官
を
派
遣
し
て
内
閣
に
赴
か
せ
、
題
本
を
受
け

取
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
関
係
す
る
衝
門
に
つ
い
て
書
き
写
し
た
後
、
―

一部
の
抄

本
を
作
り
、
一
部
は
各
科
に
残
し
て
、
以
降
の
編
纂
の
対
象
と
し
、
こ
れ
を

「録
疏
」
と
呼
ん
だ
。

一
部
は
冊
に
編
輯
し
て
内
閣
に
送
り
、
史
官
が
注
記

す
る
た
め
に
提
供
し
た
。
こ
れ
を
「
史
書
」
と
呼
ぶ
。
史
書
が
選
択
編
集
し

た
内
容
は
部
本
が
事
由
を
記
し
、
通
本
が
そ
の
貼
黄
（
省
覧
の
便
の
た
め
、

奏
呈
文
書
の
大
要
を
黄
紙
に
記
し
、

文
書
の
末
尾
に
貼
り
つ
け
た
も
の
）
を

書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
国
第
一

歴
史
椙
案
館
が
収
蔵
す
る
史
書
は
合
計
二
三
九
二
七
冊
（
順
治

か
ら
光
緒
朝
に
至
る
）
、
そ
の
内
、
礼
科
が
二
三
七
六
冊
（
順
治
朝
は
八
八
冊
、

全
て
満
文
、
康
熙
朝
は
八
冊
、
全
て
満
文
、
薙
正
朝
は

一
四
六
冊
、
満
漢
合

璧
、
以
下
乾
隆
か
ら
光
緒
朝
に
至
る
も
の
が
ニ
―
三
四
冊
、
こ
れ
は
全
て
満

漢
合
璧
）
で
あ
る
。

凡
例
に
も
示
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
異
本
校
訂
・
資
料
校
訂
に
お
い
て
参

照
し
た
資
料
は
後
掲
一
覧
表
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
原
行
政
機
関
の

櫓
案
の
み
な
ら
ず
、
編
纂
さ
れ
た
資
料
集
も
併
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
文

書
内
容
に
は
重
複
が
存
在
す
る
が
、
す
べ
て
が
刊
行
資
料
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
参
照
の
便
の
た
め
、
あ
え
て
重
複
を
厭
わ
ず
全
て
を
掲
げ
た
。

こ
の
よ
う
に
校
訂
作
業
に
お
い
て
参
照
し
た
資
料
が
一
覧
で
き
る
こ
と
か

ら
、
次
の
二
点
に
亙
っ
て

『歴
代
賓
案
』
を
取
り
巻
く
文
書
行
政
の
広
が
り

と、

『歴
代
賓
案
』
の
編
集
そ
れ
自
身
に
関
す
る
特
徴
を
よ
り
深
く
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
参
照
資
料

一
覧
を
み
る
と
、
(
-
)
同

一
文
書
す
な
わ

ち
同

一
事
項
が
、
歴
代
賓
案
文
書
の
な
か
に
繰
り
返
し
登
場
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、

当
時
の
文
書
行
政
が
、
先
例
と
そ
れ
に
対
す
る
判
断
を
再
確
認
し
な

が
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
（
二
）
同

一
文
書
す
な
わ
ち
同

一
事
項
が
、
様
々
に
異
な
っ
た
機
関
に
よ
っ
て
取
り
扱

わ
れ
て
お
り
、
相
互
の
職
掌
の
分
担
責
任
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
従
っ
て
、
琉
球
関
係
文
書
を
通
し
て
、
朝
貢
体
制
の
運
用
と
理
念
を

今
一
段
大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

『歴
代
賓
案
』
以
外
に
琉
球
側
の
対
応
す
る
資
料
も
、
琉
球
王
朝
が
清
朝

と
の
朝
貢
ー
冊
封
関
係
以
外
に
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
も
い
う
べ
き
、
独
自
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の
朝
貢
ー
冊
封
体
制
を
王
朝
内
部
に
形
成
し
、
ま
た
日
本
と
の
関
係
も
維
持

し
て
い
た
と
い
う
多
層
的
内
外
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
軍
機
処
、
内
閣
題
本
、
上
諭
橿
、
奏
摺
な
ど
の
橿
案
資
料
の
他
に
、

琉
球
側
関
係
資
料
と
し
て
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
が
所
蔵
す
る
鄭
良

弼
写
本
、
請
封
表
、
頒
賜
遺
詔
謝
表
が
あ
り
、
さ
ら
に
琉
球
王
朝
の
記
録
で

あ
る
中
山
世
譜
、
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
、
家
譜
資
料
、
漂
着
関
係
資
料
な

ど
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
琉
球
王
朝
と
清
朝
と
の
交
流
の

歴
史
的
重
要
性
を
示
す
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

第
七
冊
•
第
八
冊
の
内
容

こ
の
時
期
は
、
一
方
で
は
、
朝
貢
使
節
の
訪
問
記
録
が
一
定
の
形
式
で
記

さ
れ
る
な
ど
、
朝
貢
関
係
が
清
朝
の
盛
時
の
後
半
期
に
向
か
う
に
伴
っ
て
対

外
関
係
も
定
期
化
し
、
ま
た
同
時
に
多
様
化
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
と

り
わ
け
乾
隆
末
期
に
は
、
周
辺
諸
地
域
が
清
朝
に
対
し
て
様
々
な
意
志
表
示

を
行
い
、
こ
の
変
化
の
中
で
、
清
朝
も
積
極
的
な
朝
貢
外
交
を
周
辺
地
域
に

対
し
て
進
め
る
時
期
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
で
の
、

王

朝
の
交
代
の
結
果
誕
生
し
た
新
国
王
に
対
し
て
、
冊
封
を
行
い
、
ま
た
朝
貢

貿
易
も
広
く
推
進
し
て
い
る
。

周
辺
の
朝
貢
関
係
が
整
備
さ
れ
て
い
く
中
で
、
そ
れ
が
清
朝
と
朝
貢
国
と

の
二
者
間
の
関
係
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
目
的
と
同
時
に
、
た
と
え
ば
ビ
ル

マ
な
ど
は
、
隣
国
の
シ
ャ
ム
と
の
関
係
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
と
い
う
目
的

を
も
っ
て
、
清
朝
と
の
朝
貢
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

乾
隆
末
期
即
ち
十
八
世
紀
末
は
、
琉
球
王
朝
に
お
い
て
も
朝
貢
貿
易
が
、

も
っ
と
も
拡
大
し
た
時
期
で
も
あ
る
（
愈
玉
儲
「
清
代
に
お
け
る
中
国
と
琉

球
の
貿
易
に
つ
い
て
の
試
論
」

『第

一

回

琉

球

・
中
国
交
渉
史
に
関
す
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
』

一
九
九
三
年）
。
こ
れ
は
、
実
際
に
は
免
税
さ
れ

る
の
で
は
あ
る
が
、
朝
貢
貿
易
品
に
対
し
て
も
課
税
す
る
た
め
の
計
算
が
な

さ
れ
て
お
り
、
課
税
額
の
記
録
か
ら
推
定
が
可
能
で
あ
る
。

以
下
に
ま
ず
、
こ
の
琉
清
関
係
を
め
ぐ
る
環
境
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
清

朝
に
と
っ
て
琉
球
王
朝
の
重
要
性
は
、
琉
球
そ
れ
自
体
と
同
時
に
、
こ
の
環

境
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
も
、
琉
球
と
の
強
い
関
係
が
必
要
で
あ
る

と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

乾
隆
五
十
一
年
（
一
七
八
六
年
）
か
ら
五
十
三
年
に
か
け
て
、
台
湾
に
お

い
て
林
爽
文
の
反
乱
が
起
こ
り
、
台
湾
に
遠
征
軍
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
同
年
七
月
、
清
朝
の
シ
ャ
ム
援
助
を
恐
れ
ビ
ル
マ
の
使
臣
が
入
貢
し
、
金

葉
表
金
塔

一
・
馴
象
八
疋
お
よ
び
宝
石
等
を
献
じ
て
い
る
。
十
月
に
は
、
両

広
総
督
張
七
毅
が
安
南
に
遠
征
し
、
翌
年
の
六
月
に
、
院
光
平
を
冊
封
し
て

安
南
国
王
に
封
じ
た
。
五
十
五
年
、
ビ
ル
マ
の
孟
隕
を
国
王
に
冊
封
し
た
。

五
十
六
年
八
月
、
チ
ベ
ッ
ト
に
反
乱
が
起
こ
り
、
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
が
前
蔵

に
逃
れ
、
十
一
月
、
福
康
安
を
援
軍
と
し
て
グ
ル
カ
に
派
遣
し
た
。

乾
隆
五
十
七
年
（
一
七
九
二
年
）
八
月
、
福
康
安
は
青
海
よ
り
後
蔵
に
到

り
、
番
兵
三
千
、
満
蒙
兵

一
千
を
駐
屯
さ
せ
た
。
十
月
、
四
体
の
書
の
御
製

十
全
記
の
碑
亭
を
建
立
し
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
ニ
十
四
回
・
回
部

一
回
・

金
川
二
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回
・
台
湾
一
回
・
ビ
ル
マ
一
回
・
安
南
一
回
・
ネ
パ
ー
ル
ニ
回
の
平
定
を
記

し
、
歴
史
上
最
大
の
版
図
を
誇
る
こ
と
と
な
っ
た
。

乾
隆
五
十
八
年
（
一
七
九
三
年
）
正
月
、
安
南
国
王
玩
光
平
の
死
去
に
よ

り
、
航
光
鑽
を
安
南
国
王
に
冊
封
し
た
。
六
月
―
―
十
二
日
英
国
使
節
マ
カ
ト

ニ
ー
一
行
が
天
津
に
到
着
し
、
八
月
庚
午
（
陽
暦
九
月
十
四
日
）
英
国
使
節

は
、
熱
河
に
お
い
て
皇
帝
に
謁
見
し
、
乾
隆
五
十
九
年
（
一
七
九
四
年
）
十

二
月
、
オ
ラ
ン
ダ
使
節
が
広
東
に
到
着
し
た
。

乾
隆
六
十
年
（
一
七
九
五
年
）
八
十
五
歳
。
九
月
辛
亥
、

皇
十
五
子
嘉
親

王
を
皇
太
子
と
し
翌
年
を
嘉
慶
元
年
と
定
め
、
時
憲
書
（
暦
書
）
を
造
ら
せ

た
。
十
二
月
、
明
年
よ
り
太
上
皇
帝
と
称
す
る
旨
を
諭
す
。

嘉
慶
冗
年
丙
辰
（
一
七
九
六
年
）
、
乾
隆
帝
八
十
六
歳
。
正
月
元
旦
譲
位
し
、

こ
れ
よ
り
太
上
皇
帝
と
な
る
。
嘉
慶
四
年
己
未
（
一
七
九
九
年
）
正
月
三
日

太
上
皇
帝
崩
ず
。
年
八
十
九
歳
。
嘉
慶
皇
帝
が
四
十
歳
に
し
て
親
政
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
乾
隆
皇
帝
期
の
末
年
に
は
、
朝
貢
ー
冊
封
体
制
の
周
辺
に

お
い
て
、
従
来
の
秩
序
に
対
す
る
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
イ
ギ

リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
使
節
の
訪
問
が
特
記
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
琉
球
を

朝
貢
シ
ス
テ
ム
の
中
に
繋
ぎ
止
め
て
お
く
こ
と
は
、
日
本
に
対
す
る
牽
制
の

意
味
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
華
夷
秩
序
全
体
の
維
持
に
と
っ
て
、
象
徴
的
な

意
味
を
持
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
七
冊
は
、
朝
貢
使
節
の
活
動
記
録
が
よ
り
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る

外
、
乾
隆
帝
の
訓
政
、
江
蘇
省
か
ら
広
東
省
に
い
た
る
華
南
沿
海
へ
の
琉
球

船
の
漂
着
と
琉
球
へ
の
送
還
、
盗
賊
と
の
出
会
い
な
ど
、
新
た
な
事
態
に
直

面
し
た
記
録
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
七
十
七
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
皇
帝

へ
の
謁
見
の
後
、
朝
貢
使
節
が
円
明
園
に
お
い
て
接
待
を
受
け
る
時
に
、
そ

の
場
所
が
「
園
」
と
表
現
さ
れ
た
り
「
図
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

庭
園
の
意
味
か
ら
み
れ
ば
「
園
」
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ミ
ラ
ノ

の
庭
園
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
山
高
水
長
」
と
い
う
庭
園
に
は
大
き
な
フ

レ
ス
コ
画
に
よ
る
壁
画
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
所
が
「
図
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
の
庭
園
に
「
図
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
両
者
を
併
存
さ
せ
た
。

漂
流
に
関
す
る
文
書
は
、
通
常
の
礼
部
と
の
往
復
文
書
の
他
に
、
兵
部
や

刑
部
と
の
往
復
文
書
が
加
わ
る
。
漂
流
の
場
合
に
は
、

礼
部
の
他
に
兵
部
の

管
轄
が
加
わ
り
、
漂
流
が
海
賊
と
の
遭
遇
に
よ
る
時
に
は
、
そ
の
取
り
締
ま

り
官
庁
と
し
て
の
刑
部
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
八
十
三
の
ニ
・
五
・

六
号
の
各
文
書
を
参
照
資
料
と
対
照
す
る
と
、
頭
注
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
筆
写
の
長
短
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
職
掌

の
異
同
に
よ
る
引
用
や
説
明
の
長
短
、
当
該
文
書
の
目
的
に
限
定
し
た
結
果

と
し
て
の
引
用
の
長
短
、

関
連
文
書
に
既
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

省
略
な
ど
、
幾
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
但
し
、
担
当
機
関
の
職
掌
と
そ
の
責
任
の
違
い
を
表
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
、
資
料
校
訂
か
ら
『
歴
代
賓
案
』
の
特
徴
を
多
面
的
に
検
討
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
漂
流
事
件
に
つ
い
て
は
、
琉
球
と
清
朝
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、

琉
球
と
李
氏
朝
鮮
と
の
間
の
漂
流
に
つ
い
て
も
記
録
が
現
れ
て
い
る
。
い
わ
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ゆ
る
朝
貢
国
相
互
間
の
漂
流
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
朝
貢
秩
序
が
全
体

と
し
て
ひ
と
つ
の
多
角
的
な
交
流
と
交
渉
の
関
係
を
作
っ
て
お
り
、
朝
貢
国

相
互
間
に
お
い
て
も
、
清
朝
と
の
関
係
に
お
け
る
漂
流
民
の
本
国
へ
の
送
還

体
制
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
（
李
薫
「
朝
鮮
王
朝
時
代
後
期
漂
民
の
送
還
を
通

し
て
み
た
朝
鮮

・
琉
球
関
係
」

『歴
代
宝
案
研
究
』
第
八
号
、

一
九
九
七
年

三
月
）
。
ま
た
、
『奎
章
閣
資
料
叢
書
錦
湖
シ
リ
ー
ズ
対
外
関
係
編
漂
人
領

来
騰
録
』
（
全
八
巻
、
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
、
一
九
九
三
年
）
は
、
十
七
世

紀
を
中
心
と
し
た
朝
鮮
王
朝
時
代
の
漂
流
記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
国

史
編
纂
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http:/
/
w
w
w
.n
h
c
c
.g
o
.kr/)
に
よ
っ
て

も
、
韓
国
に
お
け
る
資
料
状
況
と
研
究
状
況
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
八
冊
に
つ
い
て
は
、
朝
貢
使
節
の
紀
行
に
つ
い
て
、
詳
細
な
手
順
が
記

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う

に
、
分
類

・
整
理
さ
れ
る
（
文
斌
「
清
代
の
宮
中
橿
案
か
ら
見
た
琉
球
国
の

朝
貢
活
動
」

『第
一
回

琉
球

・
中
国
交
渉
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論

文
集
』

一
九
九
三
年）
。

一
、
朝
貢
の
一
般
的
規
定

田

貢

期

③

貢

物

③

規

模

④

貢

道

二
、
琉
球
か
ら
北
京
ま
で
の
往
路

田
海
洋
航
海
と
福
建
到
着
図
験
関
•
免
税
③
柔
遠
館
駅

④
貢
船
が
海
難
に
遭
遇
し
た
時
の
救
助
固
北
京
へ
の
行
程

⑲
委
員
の
伴
送
切
北
京
到
着

三
、
福
建
か
ら
北
京
ま
で
の
沿
路

川
福
建
図
浙
江
③
江
蘇

四
、
北
京
に
お
け
る
活
動

川
館
舎
図
選
表
・
収
貢

③
朝
観
・
筵
宴

④
例
賞

・
加
賞
固
元
旦
慶
典
及
び
進
香
・
謁
廟
等

⑲
事
竣
離
京

五
、
復
路

田
沿
途
③
接
貢
船
③
貢
船
免
出
口
税
④
開
洋
回
国

の
詳
細
な
記
録
が
記
さ
れ
、
定
型
化
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
中
で
、
興
味
深
い
も
の
と
し
て
、
巻
九
十
四
の
文
書
に
記
さ
れ
て
い

る
朝
貢
品
の
上
納
を
免
除
さ
れ
た
た
め
、
携
帯
し
た
貢
品
を
次
回
の
貢
品
と

し
て
認
定
す
る
よ
う
に
請
願
し
て
い
る
資
料
や
、
官
生
（
官
費
の
留
学
生
）

の
実
状
に
つ
い
て
の
資
料
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
貢
ー
冊
封
関
係
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
録
を
中
心
と
し

な
が
ら
も
、
こ
れ
に
付
随
し
た
領
域
に
お
い
て
、
様
々
な
新
た
な
活
動
や

「
事
件
」
も
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
使
節
の
北
京
に
お
け
る
活
動
や
、

漂
流
•
海
盗
な
ど
の
事
件
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
琉
球
と
清
朝
と
の
往
復
文
書
も
内
容
的
な
多
様
性
を
増
し
て
い
る

と
い
え
る
。
使
節
が
途
上
で
病
い
に
罹
り
、
病
故
し
た
と
き
の
福
州
へ
の
送

還
体
制
や
現
地
で
の
埋
葬
の
記
録
、
な
ら
び
に
疲
労
に
よ
る
病
と
、
疫
病
に

よ
る
病
故
な
ど
、
当
時
の
使
節
の
往
来
の
厳
し
さ
を
窺
わ
せ
る
と
同
時
に
、

沿
海
中
国
の
社
会
状
況
を
垣
間
見
せ
る
資
料
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

④
山
東

固
直
隷

-45-



※

『
歴
代
賓
案
』
校
訂
本
第
八
冊
沖
縄
県
教
育
委
員
会

（
六
四
五
＼
六
五
二
頁
）。

一
九
九
九
年
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